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AI利活用に伴う契約時の留意事項検討会 

 

                     委 員 等 名 簿 

(五十音順、敬称略) 

 

 （委   員）  

主査 松 下 外  西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士 

生 貝  直 人  一橋大学大学院法学研究科 教授 

齊 藤  友 紀  法律事務所ＬＡＢ－０１ 弁護士 

殿 村  桂 司  長島・大野・常松法律事務所 弁護士 

西 田  亮 正  かなめ総合法律事務所 弁護士 

登   大 遊   独立行政法人情報処理推進機構 サイバー技術研究室長 

 

 

(オブザーバー） 

○経済団体 

一般社団法人 電子情報技術産業協会 

一般社団法人 日本経済団体連合会 

ロボット革命・産業 IoT イニシアティブ協議会 

 

○関係省庁 

デジタル庁戦略・組織グループ AI班 

デジタル庁省庁業務サービスグループ政府の AI調達・利活用ルール形成班 

内閣府科学技術・イノベーション推進事務局 

内閣府知的財産戦略推進事務局 

個人情報保護委員会事務局 

総務省情報流通行政局参事官室 

 

(事務局) 

経済産業省製造産業局総務課 DXチーム 

経済産業省商務情報政策局情報経済課 

経済産業省商務情報政策局情報産業課情報処理基盤産業室 

ボストン・コンサルティング・グループ 

 


